
様式第１号　別紙１

個人
法人

（法人商店街を除
く）

法人商店街 任意商店街

申請条件確認一覧（様式第１号 別紙２） □ □ □ □

事業計画書（様式第２号）
※交付申請日の３０日前～申請日までに、川口商工会議所
又は鳩ヶ谷商工会の確認を受けたもの

□ □ □ □

店舗の位置図・現況平面図 □ □ □ □

店舗の現況写真 □ □ □ □

見積書（写） □ □ □ □

工事仕様書 □ □ □ □

登記簿謄本 □ □

住民票の写し □

定款（又は会則） □ □ □
役員名簿
※法人の場合は、役職・住所・氏名・生年月日が分かるもの。
※商店街の場合は、役職・住所・氏名・屋号が分かるもの。

□ □ □

会員名簿 □ □
店舗の賃貸借契約書（写）
※申請時、既に契約している場合。店舗の契約は、交付申請
日の30日前から契約できます。

□ □ □ □

許認可証等（写） □ □ □ □

事業議決した総会議事録（写） □ □

市税納付状況調査同意書（様式第９号） □ □ □ □

口座振替依頼書（様式第１０号）
 ※市に口座登録していない場合 □ □ □ □

出店推薦書（様式第１１号） □ □ □ □

誓約書（様式第１２号） □ □ □ □

空き店舗活用事業補助金 申請書添付書類一覧

該当部分にチェックをし、交付申請書（様式第１号）に添付してください。



様式第１号　別紙２

はい

１．空き店舗の条件

① 商店街区域内にある。 □

②

店舗として賃借できる状況であるが、３ヶ月以上借り手がおらず空いている（い
た）。
※空き店舗の賃貸借契約は、補助金申請日の３０日前から可能です。それ以前に契約を結んでいる場
合は、申請できません。

□

③ 建物の１階又は２階部分にある店舗である。 □

④
建物が道路に面しており、（２階部分の物件の場合は外階段等により）道路から店
に直接入ることができる構造である。 □

⑤ 大型店施設内のテナント型店舗物件ではない。 □

⑥
(住宅部分を有する店舗物件の場合）店舗部分と住宅部分が明確に分離できてい
る。 □

⑦ 店舗の改修について、貸主の同意を得ている。 □

２．申請者の条件

◆申請者が個人・法人（法人商店街を除く）の場合

① 市内に住民登録（個人の場合）又は法人登記（法人の場合）されている。 □

② 事業に必要な許認可等を取得している。 □

③ 納期の到来した市税を完納している。 □

④ 暴力団関係者でない。 □

⑤
空き店舗の所有者、所有者の２親等以内の親族又はそれらと生計を共にしていな
い。 □

⑥ 市内の他商店街からの移転ではない。 □

確認項目の回答が「はい」の場合は、□にチェックをし、交付申請書（様式第１号）に添付してください。

空き店舗活用事業補助金 申請条件確認一覧

確　認　項　目

裏面に続く

－ 1 －



はい

① 対象商店街である。 □

② 事業に必要な許認可等を取得している。 □

③ 納期の到来した市税を完納している。（法人商店街の場合） □

④ 事業従事者が暴力団関係者ではない。 □

⑤ 会員の総意に基づく事業である（総会議決又は全員の同意書が必要となります） □

①
小売業、飲食業、生活関連サービス業、その他商店街が特に必要と認めた事業であ
る。 □

② 通常１日のうち７時間以上営業し、かつ１週間当たり５日以上営業する。 □

③ 出店後３年以上継続して営業する。 □

④ 風俗営業、性風俗関連特殊営業又は特定遊興飲食店営業ではない。 □

⑤ 社会通念上公序良俗に反する事業ではない。 □

⑥ 宗教活動や政治活動を主とする事業ではない。 □

①
地域の商店街に加入し（しており）、地域の商業者と連携して商店街を活性化する
ための活動に協力する。 □

②
川口商工会議所に加入し（しており）、市内の商業者と連携して商店街を活性化す
るための活動に協力する。 □

①
川口市商店街連合会に加入し（しており）、他商店街と連携して商店街を活性化す
るための活動に協力する。 □

◆申請者が商店街の場合

◆申請者が商店街の場合

３．営業形態の条件

４．商業団体への加入意思確認

◆申請者が個人・法人（法人商店街を除く）の場合

確　認　項　目
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